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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
背凭れ部と、背凭れ部の左右両側に設けられた側壁部と、座部と、座部両側に設けられた
肘掛部を有し、前記側壁部の内側面に体側部施療体と、前記肘掛部に前腕部施療体を備え
た椅子式マッサージ機であって、該肘掛部の上部に前腕部載置面を有し、前記前腕部載置
面に、載置した被施療者の肘から指先にかけた領域の接触を検知するための検知手段を設
け、前記検知手段により、検知した被施療者の肘から指先にかけた領域の接触に対応して
、体側部施療体および前腕部施療体の施療内容を変更する制御を行うことを特徴とする椅
子式マッサージ機。
【請求項２】
背凭れ部と、背凭れ部の左右両側に設けられた側壁部と、座部と、座部両側に設けられた
肘掛部を有し、前記側壁部の内側面に体側部施療体である体側部施療用エアバッグと、前
記肘掛部に前腕部施療体である前腕部施療用エアバッグが設けられた椅子式マッサージ機
であって、該肘掛部の上部に前腕部載置面を設け、前記前腕部載置面に、載置した被施療
者の肘から指先にかけた領域の接触を検知するための検知手段を設け、前記検知手段によ
り、検知した被施療者の肘から指先にかけた領域の接触に対応して、体側部施療用エアバ
ッグおよび前腕部施療用エアバッグの圧力を下げる制御を行うことを特徴とする椅子式マ
ッサージ機。
【請求項３】
体側部施療体と前腕部施療体を各々独立して制御可能としたことを特徴とする請求項１ま
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たは請求項２に記載の椅子式マッサージ機。
【請求項４】
被施療者が施療体の動作内容を操作できる操作手段を備え、前記検知手段による制御内容
を、前記操作手段により被施療者が設定できることを特徴とする請求項１～３のいずれか
に記載の椅子式マッサージ機。
【請求項５】
前記検知手段による制御内容を、前記操作手段により被施療者が自動マッサージコース中
に設定できることを特徴とする請求項４に記載の椅子式マッサージ機。
【請求項６】
前記検知手段による制御内容は、体側部施療体および前腕部施療体による施療動作の中止
であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の椅子式マッサージ機。
【請求項７】
前記検知手段により自動マッサージコース中に被施療者の肘から指先にかけた領域の接触
を検知している場合に、体側部施療体および前腕部施療体による施療プログラムをスキッ
プすることを特徴とする請求項６に記載の椅子式マッサージ機。
【請求項８】
前記検知手段がシート状のセンサであることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載
の椅子式マッサージ機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は椅子式マッサージ機、特に、座部に着座した被施療者の体側部を施療する体側
部施療体と、被施療者の前腕部を施療する前腕部施療体とを備える椅子式マッサージ機に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の椅子式マッサージ機は、エアバッグ等の施療体によって施療が行われる部位が多
様化する傾向にあり、被施療者の背部や腰部はもちろん、前腕部を施療するエアバッグや
、肩部及び前腕側方部を左右両側から挟圧施療するエアバッグを備えるものが存在し（特
許文献１及び特許文献２）、これらを複合的に備えるマッサージ機の開発が進んでいる。
【０００３】
　これらを複合的に備える椅子式マッサージ機は、肘掛部に載置された前腕部を施療する
前腕部施療用エアバッグと、体側部を左右両側から挟圧施療する体側部施療用エアバッグ
とを備え、各エアバッグは、被施療者の前腕部と体側部の相対的な位置関係に適合する位
置等にそれぞれ設定される。
【特許文献１】特開２００５－１９２６０３号
【特許文献２】特開２００５－２８７８３１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年の施療部位の多様化ないし複合化は、被施療者にとって好ましいもので
はあるが、被施療者の好み等もまた多種多様であり、被施療者の個別的事情によっては、
特定の施療部位への施療を望まない場合もある。とりわけ、その圧迫感や、施療中に手を
使う作業が困難となる不自由性等から、前腕部の施療を望まない被施療者が少なくない。
【０００５】
　前腕部の施療を望まない被施療者は、エアバッグによる施療を前腕部に作用させないた
めに、前腕部の位置を施療位置（前腕部施療用エアバッグによる施療を受ける位置）から
別の位置に変位させるため、この変位に伴って被施療者の上腕部及び肩部の位置も変位す
ることになる。そうすると、被施療者の上腕部及び肩部の位置と、体側部施療用エアバッ
グの位置との間に齟齬が生じるため、変位前の位置を前提とした施療内容のままでは被施
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療者に好適なマッサージを与えることはできず、場合によってはむしろ不快ないし窮屈な
感じを与えることがある。また、この被施療者とって、前腕部施療用エアバッグによる施
療は不必要なものであるから、前腕部施療用エアバッグに給排制御を行うのは無駄で不経
済である。
【０００６】
　もちろん、前腕部の施療を望まない被施療者は、マッサージ機に付属するリモコン器を
操作し、前腕部施療用エアバッグや体側部施療用エアバッグを停止することも可能である
が、リモコン器を手に取って、リモコン器に配列された複数のボタンの内から所望の動作
を実行するボタンを認識して操作するのは煩雑である。
【０００７】
　そこで、本発明は、被施療者に煩雑な操作を要請することなく、不快感・窮屈感の発生
を防止できる利便性の高い椅子式マッサージ機を提供すると共に、無駄を省いた経済的な
椅子式マッサージ機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１記載の椅子式マッサージ機（１）は、背凭れ部（１０）と、背凭れ部（１０）
の左右両側に設けられた側壁部（１４）と、座部（１１）と、座部（１１）両側に設けら
れた肘掛部（１３）を有し、前記側壁部（１４）の内側面に体側部施療体（３４）と、前
記肘掛部（１３）に前腕部施療体（３３）を備えた椅子式マッサージ機（１）であって、
該肘掛部（１３）の上部に前腕部載置面（１３１）を有し、前記前腕部載置面（１３１）
に、載置した被施療者の肘から指先にかけた領域の接触を検知するための検知手段（４）
を設け、前記検知手段（４）により、検知した被施療者の肘から指先にかけた領域の接触
に対応して、体側部施療体（３４）および前腕部施療体（３３）の施療内容を変更する制
御を行うことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２記載の椅子式マッサージ機（１）は、背凭れ部（１０）と、背凭れ部（１０）
の左右両側に設けられた側壁部（１４）と、座部（１１）と、座部（１１）両側に設けら
れた肘掛部（１３）を有し、前記側壁部（１４）の内側面に体側部施療体である体側部施
療用エアバッグ（３４）と、前記肘掛部（１３）に前腕部施療体である前腕部施療用エア
バッグ（３３）が設けられた椅子式マッサージ機（１）であって、該肘掛部（１３）の上
部に前腕部載置面（１３１）を設け、前記前腕部載置面（１３１）に、載置した被施療者
の肘から指先にかけた領域の接触を検知するための検知手段（４）を設け、前記検知手段
（４）により、検知した被施療者の肘から指先にかけた領域の接触に対応して、体側部施
療用エアバッグ（３４）および前腕部施療用エアバッグ（３３）の圧力を下げる制御を行
うことを特徴とする。
【００１０】
　請求項３記載の椅子式マッサージ機（１）は、請求項１又は２記載の椅子式マッサージ
機に関し、体側部施療体（３４）と前腕部施療体（３３）を各々独立して制御可能とした
ことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４記載の椅子式マッサージ機（１）は、請求項１乃至３のいずれかに記載の椅子
式マッサージ機に関し、被施療者が施療体の動作内容を操作できる操作手段（５）を備え
、前記検知手段（４）による制御内容を、前記操作手段（５）により被施療者が設定でき
ることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５記載の椅子式マッサージ機（１）は、請求項１乃至４のいずれかに記載の椅子
式マッサージ機に関し、前記検知手段（４）による制御内容を、前記操作手段（８）によ
り被施療者が自動マッサージコース中に設定できることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６記載の椅子式マッサージ機（１）は、請求項１乃至５のいずれかに記載の椅子
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式マッサージ機に関し、前記検知手段（４）による制御内容は、体側部施療体（３４）お
よび前腕部施療体（３３）による施療動作の中止であることを特徴とする。
【００１４】
　請求項７記載の椅子式マッサージ機（１）は、請求項６に記載の椅子式マッサージ機に
関し、前記検知手段（４）により自動マッサージコース中に被施療者の肘から指先にかけ
た領域の接触を検知している場合に、体側部施療体（３４）および前腕部施療体（３３）
による施療プログラムをスキップすることを特徴とする。
【００１５】
　請求項８記載の椅子式マッサージ機（１）は、請求項１乃至７のいずれかに記載の椅子
式マッサージ機に関し、前記検知手段（４）がシート状のセンサであることを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、肘掛部の上部に形成された前腕部載置面に前腕部を載置する動作を行
うだけで、体側部施療体及び前腕部施療体の施療内容を変更することができ、不快感ない
し窮屈感の発生を防止し、リラックスした状態でマッサージを受けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、着座した被施療者の体側部を施療する体側部施療体と、前記被施療者の前腕
部を施療する前腕部施療体とを備える椅子式マッサージ機であって、内方に挿入した前腕
部表面と対向する内面部に前腕部施療体を配設した前腕部保持部を形成し、前腕部保持部
の外面部に前腕部を載置可能な前腕部載置面を形成したマッサージ機において好適に実施
される。
【００１８】
　図１１に示すように、椅子式マッサージ機の座部に着座した被施療者６０の本来的な姿
勢は、肘掛部に形成された前腕部保持部６１の内方に前腕部を挿入した姿勢であるから、
被施療者６０の体側部を施療する体側部施療体６２は、この姿勢における上腕部及び肩部
に適切な押圧を与える位置・圧力に設定されるのが通常である。
【００１９】
　ここで被施療者６０は、マッサージ機に備えられた各施療体に対応する全ての施療を必
ずしも望むものではなく、特に、その圧迫感や手作業の不自由性等から、前腕部ａの施療
を望まない場合が少なくない。前腕部ａの施療を望まない被施療者６０は、図１２に示す
ように、肘掛部に形成された前腕部保持部６１の内方に前腕部ａを挿入することなく、比
較的リラックスできる姿勢として、前腕部保持部６１の外面部の一部である上面に形成さ
れた前腕部載置面６３に前腕部を載置した姿勢を自然と選択する。しかしながら、その姿
勢によれば、被施療者６０の本来的な姿勢が崩れ、上腕部及び肩部の位置と、体側部施療
体６２の位置・圧力等の設定との関係に齟齬が生じ、本来的な姿勢を前提とした圧力等の
施療内容では好適な施療を被施療者に与えることにならない。特に図１２に示すように、
被施療者６０は、両脇を開いて両腕を前方ないし外方に張り出した状態で前腕部ａを前腕
部保持部６１の前腕部載置面６３に載置することになるので、体側部施療体６２による施
療ポイント（図中●印）が本来よりも下方にずれる結果、被施療者の肘部付近が内側方向
に押し込まれるため、本来的な姿勢を前提とした体側部施療体６２による押圧施療のまま
では被施療者に窮屈な感じを与えることになる。一方で、この被施療者とって前腕部保持
部６１に配設される前腕部施療体による施療は不必要なものであるから、前腕部施療体を
作動したままにしておくのは不経済である。
【００２０】
　もちろん、前腕部の施療を望まない被施療者は、マッサージ機に付属するリモコン器そ
の他の操作手段を用いて、前腕部施療体や体側部施療体を制御して停止することも可能で
あるが、操作手段として配列された複数のボタンの内から所望の制御を実行するボタンを
認識して操作する等、マッサージ中に所望の制御に対応した特別な動作を行わねばならな
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いのは、被施療者にとって負担以外の何ものでもない。
【００２１】
　そこで本発明は、前腕部の施療を望まない被施療者が、自然と選択するリラックスした
姿勢になるだけで、即ち、前腕部保持部の外面部に前腕部を載置する動作を行うだけで、
当該被施療者が所望する特有の制御、即ち、体側部施療体及び前腕部施療体の両者の施療
を中止する等して施療内容を変更する制御を行うことにより、被施療者が窮屈な姿勢にな
ることを防止すると共に、経済的にも好ましい椅子式マッサージ機を提供するものである
。
【００２２】
　本発明の好適な実施態様は、前腕部を内方に保持すると共に前腕部表面と対向する内面
部に前腕部施療体を配設した前腕部保持部を有する肘掛部とし、前腕部保持部の外面部に
前腕部を載置可能な前腕部載置面を形成して、前腕部載置面に検知手段を配設し、検知手
段によって前腕部載置面と被施療者の前腕部との接触を検知して、体側部施療体の施療内
容を変更する制御を行うことを特徴とする椅子式マッサージ機である。体側部施療体に加
えて、前腕部施療体の施療内容をも変更する制御を行うものであれば、前腕部載置面に前
腕部を載置するという単一の動作によって２つの関連する施療体の施療内容を一挙に変更
することができるので好ましい。
【００２３】
　なお、背凭れ部の左右両側に対設された側壁部の内側面に体側部施療体を配設し、座部
の左右両側に対設された前腕部保持部を有する肘掛部に前腕部施療体を配設した椅子式マ
ッサージ機とするのが好適であるが、側壁部と肘掛部は一体的に構成されたものでも別体
であっても良い。
【００２４】
　肘掛部は、被施療者の前腕部を施療位置又は非施療位置のいずれかに位置せしめるもの
である。施療位置とは、前腕部施療体による押圧施療が前腕部に与えられる位置であり、
上記実施態様でいえば前腕部保持部の内方に前腕部を挿入した位置である。非施療位置と
は、前腕部施療体によって押圧施療が与えられない位置であり、上記実施態様でいえば前
腕部保持部の外面部のうち前腕部を載置可能な面に載置された位置である。
【００２５】
　例えば、上端面の下方に所定空間を隔てて形成された底面部を有し、前記所定空間内で
前腕部に施療を与える肘掛部である場合、上端面に前腕部載置面が形成され、前腕部載置
面上の前腕部の位置が非施療位置である。また、前腕部の上方に対向して上方向への移動
を阻止して前腕部を保持する対向部を有する前腕部保持部を肘掛部の上側部分に形成した
場合は、対向部の上方向面に前腕部載置面が形成され、前腕部載置面上の前腕部の位置が
非施療位置である。
【００２６】
　これら前腕部載置面は、施療位置よりも上方に前腕部を位置せしめるものの、被施療者
の両腕の間隔に適応するように立設された肘掛部、特に肘掛部の上部に形成される構造上
の特性により、違和感なく前腕部を載置することができる。
【００２７】
　なお、前腕部保持部は、肘掛部の上側に一体的に形成されたものでも、着脱可能な別体
でも、また可動に形成されたものでも良い。
【００２８】
　前腕部載置面に設けられた検知手段は、被施療者の前腕部と前腕部載置面との接触を検
知するものであり、圧力センサ、熱センサ、赤外線センサ、光センサなどの公知の検知手
段であれば特に限定されるものではないが、肘掛部の形状に沿うように配置でき、肘掛部
の構造設計が容易である点から、シート状の押圧センサが好適に用いられる。具体的には
、圧電体に加えられた力を電圧に変換する圧電素子や、シリコンゴムに導電性フィラを配
合した加圧導電性ゴムを用いることができる。なお、前腕部載置面は被施療者の肌に近接
し或いは直接触れ得る部分であるため、綿等の天然繊維又はポリエステル等の化学繊維等
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を主体とする織物に、ステンレス、カーボン、メッキ等からなる導電性繊維を織り込んで
形成された織物からなるシート状センサを前腕部載置面に被覆する態様で配置するのが好
ましい。
【００２９】
　なお、検知手段による検知を容易且つ確実に行うためには、前腕部載置面の略全面にシ
ート状センサを配置するのが好ましいが、前腕部の形状を考慮して検知し易いように配置
すれば足りる。例えば、被施療者の前腕部のうち前後方向の中央よりも後方であって前腕
前方部よりも比較的径が大きな前腕後方部と接触する配置、即ち、前腕部載置面のうち中
央よりも後側部分にシート状センサを配置し、或いは、被施療者の手の平に接触する配置
、即ち、前腕部載置面の中央よりも前側部分にシート状センサを配置することもできる。
【００３０】
　検知手段が被施療者の肘から指先にかけた領域の一部との接触を検知すると、体側部施
療体及び前腕部施療体の施療内容を変更する制御を行う。例えば、施療内容を「作動」か
ら「中止」に変更することができる。また、段階的に設定された圧力ないし膨出量を変更
する制御を行うことができ、任意の圧力から相対的に小さな圧力に下げる乃至任意の膨出
量から相対的に小さな膨出量に下げる制御を行う。具体的には、体側部施療体及び前腕部
施療体の各々について、「強／中／弱／切」の順で圧力が下がるように設定された圧力に
ついて、「強」から「弱」や、「強」から「切（中止）」等のように、最大値から最小値
の範囲内において、任意値から相対的に小さな値に圧力を下げる制御を行うことができる
。
【００３１】
　したがって、被施療者は、肘掛部に肘をかけてリラックスした姿勢になるだけで、それ
以上に何らの操作ないし動作を要することなく、窮屈感のない状態でマッサージ機を使用
することができる。
【００３２】
　ここで、体側部施療体等の施療内容をどのように変更するかは、被施療者の体格、好み
等の個別的事情に依存する面があることから、マッサージ機に配設された各施療体の施療
内容を任意に操作できる操作手段である有線又は無線のリモコン器等を用いて、被施療者
が制御内容（変更後の施療内容）を予め設定しておくのが好ましい。
【００３３】
　また、体側部施療体及び前腕部施療体を各々独立して制御可能とすれば、体側部施療体
及び前腕部施療体の施療内容をそれぞれ任意に組み合わせることにより、被施療者の個別
事情に対応した適切なマッサージが可能となるので好ましい。例えば、前腕部載置面に前
腕部を載置する単一動作のみによって、体側部施療体の圧力を任意値（例えば、「強」、
「中」）から相対的に小さな値（例えば、「弱」）に変更する制御を行う一方、前腕部施
療体を任意値（例えば、「強」、「中」、「弱」）から最小値（例えば、「切（中止）」
）に変更する制御を行うことができる。
【００３４】
　また、本発明は、人体の各施療部位に対応して配設された複数の施療体を予め設定され
た順序で作動させる自動コースマッサージにおいて好適に実施される。例えば、マッサー
ジ機に配設された複数の施療体を用いて、「首部」、「背中部」、「腰部」、「前腕部」
、「体側部」、「足部」等の各施療部位に対する各施療を設定された順序で実行する自動
コースマッサージの場合、当該コース中に被施療者が望まない施療部位への施療が含まれ
ているのが通常である。
【００３５】
　既述のとおり、前腕部の施療を望まない被施療者は、前腕部を前腕部載置面に載置する
ことになるため、体側部を施療する区間中は窮屈な姿勢になって不快に感じる一方、前腕
部を施療する区間中は、前腕部施療体が空作動しているだけで被施療者に施療が行われな
いことから、施療効果に乏しいばかりか時間的・経済的に無駄である。
【００３６】
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　本発明の好適な実施態様は、複数の施療プログラムを順次実行する自動コースマッサー
ジにおいて、前腕部載置面と被施療者の前腕部との接触を検知手段が検知し、検知時に実
行されている施療プログラムが体側部施療体及び前腕部施療体を作動する施療プログラム
であれば、体側部施療体及び前腕部施療体の施療内容を変更することを特徴とする椅子式
マッサージ機である。
【００３７】
　例えば、検知時に実行されている施療プログラムが、体側部施療体又は前腕部施療体を
作動する施療プログラムであれば、前記施療プログラムを中止し、前記施療プログラムよ
りも後順の施療プログラムのうちから、体側部施療体又は前腕部施療体を作動する施療プ
ログラムを除く他の施療プログラムのちで最先の施療プログラムを選択して実行するもの
である。つまり、体側部施療体又は前腕部施療体を作動する施療プログラムを実行するこ
となく、体側部施療体又は前腕部施療体を作動する施療プログラムを除く他の施療プログ
ラムまでスキップするものである。具体的には、「背中部」、「前腕部」、「腰部」、「
体側部」、「足部」に対応する施療プログラムをこの順序で実行する自動コースマッサー
ジである場合は、２番目の「前腕部」及び４番目の「体側部」に対応する施療プログラム
がスキップされ、「背中部」、「腰部」、「足部」の順序で実行される効率的な自動コー
スマッサージが実現できる。
【００３８】
　なお、本発明の検知手段であるシート状センサは、左右の前腕部に対応する各前腕部載
置面にそれぞれ設けられているが、両方のシート状センサが検知した場合、片方のシート
状センサのみが検知した場合のいずれであっても、左右両側の体側部施療体又は／及び前
腕部施療体の施療内容を変更する制御を行うことができる。
【００３９】
　また、左右の前腕部に形成された各前腕部載置面に配置された各シート状センサにつき
、一のシート状センサの検知に対して同方向の体側部施療体又は／及び前腕部施療体の施
療内容を変更し、他のシート状センサの検知に対して同方向の他の体側部施療体又は／及
び前腕部施療体の施療内容を変更するように制御し、左右の前腕部に配置された各シート
状センサのそれぞれを独立させて制御を行うことも可能である。
【００４０】
　以下、上述した本発明に係るマッサージ機の具体的な実施形態を、図面を参照しながら
説明する。
【００４１】
　図１に示すように、椅子式マッサージ機１は、座部１１と、座部１１の後側にリクライ
ニング可能に連結される背凭れ部１０と、座部１１の前側に上下方向に揺動可能に連結し
た足載部１２と、座部１１の両側の立設された肘掛部１３と、背凭れ部１０の両側から前
方に突出した側壁部１４とから形成されている。
【００４２】
　背凭れ部１０には、左右一対の揉み玉２１を備えた昇降自在の施療子機構２を設けてい
る。施療子機構２は、背凭れ部１０に設けた左右一対のガイドレール２２に沿って背凭れ
部１０の上端から下端にかけて昇降する。
【００４３】
　施療子機構２は、モータ等を駆動源として左右一対の施療子２１を作動させる機械式の
マッサージ機構であり、背凭れ部１０に凭れた被施療者の首部、背部、腰部などの背面全
体を、たたき、揉み、ローリング、指圧などの多様な態様で施療するようにしたものであ
る。
【００４４】
　また、椅子式マッサージ機１の各所定位置には、空気の給排気によって膨縮を繰り返す
事が可能なエアバッグ３０～３４を夫々埋設している。エアバッグ３０等は、エアコンプ
レッサー及び各エアバッグに空気を分配するための分配器等からなる空気給排装置３によ
り膨縮動作を行うようにしており、空気給排装置３は座部１１の下部空間に設置している
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。
【００４５】
　空気給排装置３による各エアバッグ３０等の膨縮動作によって、被施療者の所定の施療
部位を押圧、指圧などをすることができ、また、複数のエアバッグ３０等を対となるよう
に対設させた箇所には、挟圧等の施療を行う事ができ、更に、各エアバッグ３０等を膨張
状態に保つようにした場合は、被施療者の所定の部位を一定の時間保持する事も可能であ
る。
【００４６】
　座部１１には、後側に臀下部用のエアバッグ３１、前側に腿部用のエアバッグ３１を並
列させて夫々埋設し、主に下方から上方に押圧する施療を行うようにしている。
【００４７】
　足載部１２は、被施療者の脛部および足先部を夫々嵌入させる左右一対の凹部を形成し
たものであり、各凹部にエアバッグ３２を左右一対として対設するように配設させて、凹
部内部で被施療者の脛部及び足先部に対する挟圧施療を実施するようにしている。
【００４８】
　背凭れ部１０の側部に設けた左右一対の側壁部１４は、座部１１に着座した被施療者の
肩部及び上腕側方部に対向する位置、とりわけ肩甲骨の肩峰突起の前下方のツボである肩
ぐうに適切な刺激を与える位置に配設しており、左右の側壁部１４の内側面には夫々左右
方向に重合したエアバッグ３４を並列状態に埋設している。図６に示すように、エアバッ
グ３４を重合し、その基端部のみを側壁部１４の基端部に取り付けることにより、膨張時
には重合したエアバッグ３４が扇状に広がって被施療者の体側部を挟圧する。図６は、段
階的に圧力ないし膨出量を変更することができるエアバッグ３４を示しており、「強、中
、弱、切（中止）」の４段階に変更可能であって、図中（ａ）は「強」、図中（ｂ）は「
中」、図中（ｃ）は「弱」、図中（ｄ）は「切（中止）」の各状態を示している。
【００４９】
　側壁部１４のエアバッグ３４は、膨縮動作により体側部を挟圧施療することはもちろん
、一定の時間において膨張状態を保ちながら、被施療者の身体が背凭れ部１０から離れな
いように保持することができ、被施療者の身体を固定した状態で施療子機構２の施療子２
１による背部からの施療を効果的に受ける事が可能となる。
【００５０】
　図３等に示すように、肘掛部１３には断面略コ字状の前腕部保持部１３Ａが形成されて
おり、内面部（１３２ａ，１３３ａ，１３４ａ）にエアバッグ３３を配設して被施療者の
前腕部Ａに挟圧施療を実施する一方、外面部（１３１、１３３ｂ）に前腕部載置面１３１
が形成され、前腕部載置面１３１上にシート状センサ４が配設される。
【００５１】
　前腕部保持部１３Ａは、施療位置にある前腕部Ａが載置される内面底部１３２と、内面
底部１３２と上下方向に所定間隔を介して対向する上方対向部１３４と、上方対向部１３
４を支持すると共に内面底部１３２の外端から立設された立壁部１３３とから形成される
。上方対向部１３４は、立壁部１３３の上端に一体的に連設されると共に前記上端から曲
折して内側方向に突設された部材であって、上方対向部１３４の内側端の左右方向（内外
方向）位置は、内面底部１３２の内側端の左右方向位置と概ね一致している。
【００５２】
　上方対向部１３４と内面底部１３２との間隙には、前腕部Ａを挿入し又は外方に離脱す
るために開設された挿入口１３５が形成される。なお、挿入口１３５は、被施療者の前腕
部Ａの長さに対応する全長（前後方向長さ）に亘って形成されるのが好ましい。
【００５３】
　前腕部施療体であるエアバッグ３３が配設される前腕部保持部１３Ａの内面部は、内面
底部１３２の上面１３２ａと、立壁部１３３の内面１３３ａと、上方対向部１３４の内面
１３４ａとで構成され、内面底部１３２と上下方向に対向する内面１３４ａの夫々に重合
したエアバッグ３３を対設している。なお、エアバッグ３３は必ずしも対設する必要はな
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く、内面底部１３２の上面１３２ａ又は上方対向部１３４の内面１３４ａのいずれか一方
でも好適に実施される。
【００５４】
　前腕部保持部１３Ａの外面部のうち水平方向に平坦面を構成する部分である前腕部載置
面１３１にはシート状センサ４が配設され、肘掛部１４を覆う合成皮等からなる外側カバ
ー１３６で被覆されている。なお、外側カバー１３６の一部をシート状センサ４で構成し
ても良い。
【００５５】
　シート状センサ４は、前腕部Ａの検知を容易且つ確実に行うために、図３（ａ）に示す
ように、前腕部載置面１３１の略全面に配置するのが好ましい。
【００５６】
　また、図３（ｂ）に示すように、帯状に裁断された縦長のシート状センサ４１ａ，４１
ｂを、前腕部載置面１３１の左右方向に所定間隔を介して並列させる等、前腕部載置面１
３１に対して部分的に配置することもできる。この場合、例えば、内側のシート状センサ
４１ａのみが接触を検知した場合は、体側部施療用エアバッグ３４の圧力を下げるように
変更制御し、内側及び外側のシート状センサ４１ａ，４１ｂの両者の接触を検知した場合
は、体側部施療用エアバッグ３４の圧力を前記下げた圧力よりも更に下げた圧力に変更制
御する等のように、両シート状センサ４１による検知の組み合わせによって施療内容のバ
リエーションを拡大することができる。
【００５７】
　肘掛部１３は、その前方部に、前腕部Ａの上下及び外側方向への移動を阻止して保持す
る断面略コ字状の前腕部保持部１３Ａを形成する一方、後方部には、前腕部Ａの外側方向
の移動を阻止して保持する断面略Ｌ字状の立壁部１３７からなる後方保持部１３Ｂを形成
している。この後方保持部１３Ｂは、背凭れ部１０のリクライニング動作に伴う腕部の移
動、特に腕部が後方移動する際に、肘掛部上に前腕部Ａを保持して後方へ案内する役割を
果たすものである。
【００５８】
　リモコン器５は、マッサージ機１を操作するための操作手段であり、図８に示すように
、各種プッシュスイッチ、方向キー等の入力手段５１、表示手段であるＬＣＤ５０を配置
している。
【００５９】
　リモコン器５とマッサージ機１にはそれぞれ通信部が設けられており、通信部を介して
リモコン器５とマッサージ機１とは通信可能である。被施療者がリモコン器５を用いて操
作した場合には、リモコン器５からマッサージ機１の図示しない制御部であるマイクロコ
ンピュータに対して信号が送信され、この信号に基づいて制御部が空気給排装置３等の各
種駆動部を駆動させる。
【００６０】
　マッサージ機１の制御部は、リモコン器５からの入力信号を受信して、施療子機構２１
に内蔵された図示しない各種モータ、空気給排装置３、施療子機構２１を昇降させる図示
しない昇降用モータ、足載部１２の図示しない昇降用モータ、図示しないリクライニング
用のアクチュエータ等の駆動部を駆動させて入力信号に応じた動作を行わせる制御を行う
一方、シート状センサ４から入力信号を受信し、体側部施療用エアバッグ３４及び前腕部
施療用エアバッグ３３の施療内容を変更するように制御を行うものである。
【００６１】
　シート状センサ４からの入力信号に応じて制御部が行う制御内容は、リモコン器５によ
って次のように設定される。
【００６２】
　図８に示す「メニュー画面」は、リモコン器５の「メニューボタン」によってＬＣＤ５
０に表示される画面であり、この画面において「肘掛け」モードを選択すると（ＯＮを選
択）、図８に示す「肩エアー設定画面」が表示される。「肩エアー設定画面」では、シー
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ト状センサ４による検知後の体側部施療用エアバッグ３４の施療内容を設定する。具体的
には、「強、中、弱、切（中止）」のいずれかに設定可能である。「肩エアー設定画面」
において変更後の施療内容を設定すると、図８に示す「腕エアー設定画面」が表示される
。「腕エアー設定画面」では、シート状センサ４による検知後の前腕部施療用エアバッグ
３３の施療内容を設定する。具体的には、「強、中、弱、切（中止）」のいずれかに設定
可能である。このように、体側部施療用エアバッグ及び前腕部施療用エアバッグの各々に
ついて圧力を下げる場合、「強→中／弱／切」、「中→弱／切」、「弱→切」の６通りの
変更が可能である。つまり、体側部施療用エアバッグ３４及び前腕部施療用エアバッグ３
３は夫々複数の変更内容を備え、任意の変更内容を夫々設定して組み合わせることができ
る。
【００６３】
　なお、上記「メニュー画面」において「肘掛け」モードを選択しない場合は（ＯＦＦを
選択）、シート状センサ４が接触を検知しても、前腕部施療用エアバッグ３３、体側部施
療用３４の施療内容は変更されない。
【００６４】
　次に、リモコン器５を用いて「肘掛け」モードを選択し（ＯＮを選択）、「肩エアー設
定画面」及び「腕エアー設定画面」で「切（中止）」を設定した後の制御を、自動コース
マッサージに即して説明する。
【００６５】
　図９を参照して、リモコン器５の「自動ボタン」を選択して自動コースマッサージを開
始すると、まず自動コースマッサージを構成するｎ番目の施療プログラムを認識し（ステ
ップＳ１）、ｎ番目の施療プログラムが「肩（体側部施療用エアバッグ３４による施療）
」又は「腕（前腕部施療用エアバッグ３３による施療）」であるか否かを判定する（ステ
ップＳ２）。「肩」又は「腕」のプログラムである場合には、肘掛けモードを確認するプ
ログラムを起動する（ステップＳ３）。
【００６６】
　肘掛けモードを確認するプログラムでは、まず「肘掛け」モードがＯＮであるか否かを
判定し（ステップＳ３１）、ＯＮの場合には検知手段４が接触を検知したか否かを判定し
（ステップＳ３２）、検知もあった場合には「肘掛けモード」の設定を呼び出し（ステッ
プＳ３３）、肘掛けモードを確認するプログラムを終了する。一方、「肘掛け」モードが
ＯＦＦであるか、もしくは検知手段が接触を検知しなかった場合には、何も行われず肘掛
けモードを確認するプログラムを終了する。
【００６７】
　肘掛けモードを確認するプログラム（Ｓ３）が終了すると、次のプログラムの設定が「
切（中止）」であるか否かを判定し（ステップＳ４）、「切（中止）」であった場合には
ｎ番目のマッサージプログラムをスキップする（ステップＳ５ａ）。一方、「肩」又は「
腕」のプログラムで無い場合、もしくは次のプログラム（「肩」又は「腕」）の強さ設定
が「切」で無い場合には、ｎ番目のプログラムを実行する（ステップＳ５ｂ）。
【００６８】
　ｎ番目の施療プログラムがスキップまたは実行された後は、判定対象となる施療プログ
ラムをｎ＋１番目に移行し（ステップＳ６）、上記と同様の判定を繰り返し、判定対象と
なる施療プログラムの番号がプログラムの設定数（自動コースマッサージを構成する施療
プログラムの総数）を超えた場合に自動コースマッサージは終了する（ステップＳ７）。
【００６９】
　具体的には、図１０に示す５つの施療プログラムを含む自動マッサージコースは、以下
のように制御される。なお、同図中、「他エアー１」「他エアー２」「他エアー３」とは
、体側部施療用エアバッグ３４及び前腕部施療用エアバッグ３３とは異なる他のエアバッ
グ３０、３１、３２等を作動させる施療プログラムを意味し、「腕エアー」とは前腕部施
療用エアバッグ３３を作動させる施療プログラムを意味し、「肩エアー」とは体側部施療
用エアバッグ３４を作動させる施療プログラムを意味する。
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【００７０】
　まず、「他エアー１」の開始時である時間ｔ０において、（１）体側部施療用エアバッ
グ３４又は前腕部施療用エアバッグ３３のいずれかを作動させる施療プログラムであるか
否か、（２）シート状センサ４による前腕部Ａの接触を検知したか否か、を判定する。「
他エアー１」は体側部施療用エアバッグ３４又は前腕部施療用エアバッグ３３のいずれか
を作動させる施療プログラムではないため、スキップされることなく実行される。次に、
「腕エアー」の開始時である時間ｔ１において、上記（１）及び（２）を判定するが、「
腕エアー」は前腕部施療用エアバッグ３３を作動させる施療プログラムであるため、「腕
エアー」はスキップされる。次に、繰り上がった「他エアー２」の開始時である時間ｔ１
において、上記（１）及び（２）を判定するが、「他エアー１」と同様にスキップされる
ことなく実行される。次に、繰り上がった「肩エアー」の開始時である時間ｔ２において
、上記（１）及び（２）を判定するが、「肩エアー」は体側部施療用エアバッグ３４を作
動させる施療プログラムであるためスキップされる。次に、繰り上がった「他エアー３」
の開始時である時間ｔ２においても、上記（１）及び（２）を判定するが、「他エアー３
」は「他エアー１」と同様にスキップされることなく実行される。
【００７１】
　したがって、本発明は、自動コースマッサージにおいて、前腕部Ａを前腕部載置面に載
置した被施療者に不快感ないし窮屈感を与えないことに加えて、スキップされた施療プロ
グラムの時間分だけマッサージ時間が短縮されるため、快適且つ効率的な自動コースマッ
サージを実行することができる。
【００７２】
　なお、上記において（１）体側部施療用エアバッグ３４又は前腕部施療用エアバッグ３
３のいずれかを作動させるマッサージプログラムであるか否か、（２）シート状センサ４
による前腕部Ａの接触を検知したか否か、は各プログラムの開始時に判定するようにして
いるが、施療プログラムをスキップするか否かの判定は、判定対象である施療プログラム
の直前の施療プログラムの実行中の任意の時間に行っても良く、また、上記（２）を、判
定対象である施療プログラムの直前の施療プログラムの実行中において一定時間以上検知
したか否か、にすることもできる。
【００７３】
　また、本発明は、スキップにより短縮された時間を合理的に利用する趣旨で、自動コー
スマッサージの最終番目の施療プログラムの後に、体側部用エアバッグ３４や前腕部用エ
アバッグ３３のいずれかを作動させる施療プログラムを除く他の施療プログラムを追加し
て実行する制御や、或いは、スキップ後の自動コースマッサージを構成する施療プログラ
ム群のうち前記他の施療プログラムの一部又は全部の各時間を延長する制御を行うことを
妨げるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の椅子式マッサージ機の実施態様を示す全体斜視図。
【図２】本発明の椅子式マッサージ機の実施態様を示す全体平面図。
【図３】本発明の椅子式マッサージ機における肘掛部の一実施態様を示す平面図。
【図４】本発明の椅子式マッサージ機における肘掛部の一実施態様を示す断面図（Ａ―Ａ
）。
【図５】本発明の椅子式マッサージ機における肘掛部の一実施態様を示す断面図（Ｂ―Ｂ
）。
【図６】本発明の椅子式マッサージ機における側壁部の一実施態様を示す断面図。
【図７】本発明の椅子式マッサージ機におけるリモコン器の一実施態様を示す正面図。
【図８】本発明の椅子式マッサージ機におけるリモコン器の表示画面の一実施態様を示す
図。
【図９】本発明の椅子式マッサージ機における制御の一実施態様を示すフローチャート。
【図１０】本発明の椅子式マッサージ機における制御の一実施態様を示す説明図。
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【図１１】前腕部を前腕部保持部に挿入した状態を模式的に示した参考正面図及び平面図
。
【図１２】前腕部を前腕部載置面に載置した状態を模式的に示した参考正面図及び平面図
。
【符号の説明】
【００７５】
　１　　　椅子式マッサージ機
　１０　　背凭れ部
　１１　　座部
　１３　　肘掛部
　１３１　前腕部載置面
　１４　側壁部
　３３　前腕部施療体（エアバッグ）
　３４　体側部施療体（エアバッグ）
　４　検知手段
　５　操作手段（リモコン器）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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